
理由

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

１．都市計画道路中３・５・２２号伊草戸守線ほか１路線を次のように変更する。

　3・5・24号吹塚南園部中山線について、将来交通需要に基づいた検証を行った結果、安
全で円滑な交通を確保することを目的に、道路幅員及び線形を変更し、併せて車線の数を
2と定めるものです。
　また、3・5・24号吹塚南園部中山線の変更に伴い、接続する3・5・22号伊草戸守線の一
部区域を変更し、併せて車線の数を2と定めるものです。

川越都市計画道路の変更（埼玉県決定）
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3・5・24
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3・5・22 伊草戸守線
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約
4,830m

地表式 2車線 15m


